
一

（
財
政
金
融
委
員
会
）

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
供
給
網
の
強
靱
化
等
に
必
要
な
重
要
物
資
の
確
保
等
に
係
る
業
務

１

我
が
国
の
産
業
の
国
際
競
争
力
の
維
持
又
は
向
上
を
図
る
上
で
重
要
な
物
資
の
製
造
に
関
す
る
事
業
等
を
行
う
外
国
の

法
人
に
対
し
て
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
貸
付
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

海
外
で
生
産
さ
れ
、
又
は
開
発
さ
れ
た
重
要
物
資
等
を
我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
が
外
国
に
お
け
る
事

業
に
使
用
す
る
た
め
に
当
該
外
国
に
引
き
取
り
、
又
は
受
け
入
れ
る
場
合
に
、
会
社
の
輸
入
金
融
の
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
に
よ
る
製
品
の
生
産
に
不
可
欠
な
物
資
の
製
造
等
に
関
す
る
事
業
を
出
資
外

国
法
人
等
が
行
う
場
合
に
、
会
社
が
中
小
企
業
者
等
以
外
の
我
が
国
の
法
人
等
を
経
由
し
て
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
の

貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
新
規
企
業
者
等
に
係
る
業
務
等
及
び
資
源
の
開
発
に
関
す
る
事
業
等
に
係
る
特
別
業
務



二

１

海
外
で
事
業
を
行
う
法
人
等
の
う
ち
、
設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
十
年
未
満
等
の
法
人
等
（
以
下
「
新
規
企
業
者
等
」

と
い
う
。
）
又
は
中
小
企
業
者
等
に
対
し
て
会
社
が
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
規
企
業
者
等
又
は
中
小
企
業
者
等
が
海
外
事
業
に
必
要
な
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
す
る
社
債
等
を
会
社
が
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

海
外
に
お
け
る
資
源
の
開
発
に
関
す
る
事
業
、
革
新
的
な
技
術
を
活
用
し
た
事
業
等
を
会
社
の
特
別
業
務
の
対
象
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
債
務
の
保
証
等
に
係
る
業
務

戦
争
の
結
果
生
じ
た
被
害
の
復
旧
に
関
す
る
事
業
等
に
必
要
な
資
金
の
国
際
機
関
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
保
証
等

を
会
社
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
そ
の
他

１

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
及
び

四
の
２
に
係
る
規
定
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
。


